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【機密性 2情報】 

 

 後 見 保 佐 補 助 

対象となる方 
判断能力が欠けているのが通常の 

状態の方 
判断能力が 著

いちじる

しく不十分な方 判断能力が不十分な方 

申立てをすることがで
きる人 

 
  

成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等（成年
せいねん

後見
こうけん

 

人
にん

・保
ほ

佐人
さ に ん

・補助人
ほ じ ょ に ん

）の 

同意が必要な行為 

 
民法 13 条 1 項所定

しょてい

の行為
こ う い

 

（注２）（注３）（注４） 

申立
もうした

ての範囲内
は ん い な い

での家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が審判
しんぱん

 

で定める「特定の法律行為」（民法 13 

条 1 項所定
しょてい

の行為の一部） 

取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 
同上 

（注２）（注３）（注４） 

同上 

（注２）（注４） 

成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等に与えら 

れる代理権
だ い り け ん

の範囲 
財産に関するすべての法律行為 

申立ての範囲内で家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が審判
しんぱん

で定める「特定の法律行為」（注１） 

同左 

（注１） 

制度を利用した場合の
資格などの制限 

医師、税理士
ぜ い り し

等の資格や会社役員、公

務員等の地位を失うなど（注５） 

医師、税理士
ぜ い り し

等の資格や会社役員、公

務員等の地位を失うなど 

（注５）（注６） 

（注６） 

１．法定後見制度の概要 

精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々について，その判
断能力を補い，その方々の財産等の権利を擁護する制度 

（注１）本人以外の者の申立てにより、保
ほ

佐人
さ に ん

に代理権
だ い り け ん

を与える審判
し ん ぱ ん

をする場合、本人の同意が必要になります。補助
ほ じ ょ

開始
か い し

の審判
し ん ぱ ん

や補助人
ほ じ ょ に ん

に同意権
ど う い け ん

・代理権
だ い り け ん

を

与える審判
し ん ぱ ん

をする場合も同じです。 

（注２）民法 13 条 1項では、借金、訴訟
そ し ょ う

行為
こ う い

、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。 

（注３）家庭
か て い

裁判所
さ い ば ん し ょ

の審判
し ん ぱ ん

により、民法 13 条 1 項の所定
し ょ て い

の行為以外についても、同意権
ど う い け ん

・取消権
と り け し け ん

の範囲とすることができます。 

（注４）日用品の購入
こうにゅう

など日常生活に関する行為は除
の ぞ

かれます。 

（注５）公職
こうしょく

選挙法
せ ん き ょ ほ う

の改正により、選挙権
せ ん き ょ け ん

の制限はなくなりました。 

（注６）第１９６回通常国会に提出された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案が整理したときに 

は、これらの資格等の一部について制限が見直されます。 

本人、配偶者
はいぐうしゃ

、四親
よんしん

等内
とうない

の親族
しんぞく

、検察官
けんさつかん

、市町村長など（注１） 
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成年後見制度の利用者数の推移（平成２５年～平成３０年）

○ 成年後見制度の各事件類型における利用者数はいずれも増加傾向にある。
○ 平成３０年１２月末日時点の利用者数については，成年後見の割合が約７７．７％，保佐の割合が約１６．４％，

補助の割合が約４．６％，任意後見の割合が約１．２％となっている。

２．成年後見制度の利用状況等
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平成25年12月末日 平成26年12月末日 平成27年12月末日 平成28年12月末日 平成29年12月末日 平成30年12月末日

成年後見 143,661 149,021 152,681 161,307 165,211 169,583

保佐 22,891 25,189 27,655 30,549 32,970 35,884

補助 8,013 8,341 8,754 9,234 9,593 10,064

任意後見 1,999 2,119 2,245 2,461 2,516 2,611

計 176,564 184,670 191,335 203,551 210,290 218,142
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「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

⃝ 長期の縦断的な認知症の有病率調査を行っている久山町研究のデータから、

新たに推計した認知症の有病率（2025年）。

各年齢層の認知症有病率が、2012年以降一定と仮定した場合：19％。

各年齢層の認知症有病率が、2012年以降も糖尿病有病率の増加により上昇す

ると仮定した場合：20.6％。
※ 久山町研究からモデルを作成すると、年齢、性別、生活習慣病（糖尿病）の有病率が認知症の有病率に影響することがわかった。

本推計では2060年までに糖尿病有病率が20％増加すると仮定した。

⃝ 本推計の結果を、平成25年筑波大学発表の研究報告による2012年における

認知症の有病者数462万人にあてはめた場合、2025年の認知症の有病者数

は約700万人となる。

年 2012年 2015年 2020年 2025年 2030年 2040年 2050年 2060年

各年齢の認知症有病
率が一定の場合の将

来推計

人数/(率) 462万人

15.0％

517万人

15.7％

602万人
17.2％

675万人
19.0％

744万人
20.8％

802万人
21.4％

797万人
21.8％

850万人
25.3％

各年齢の認知症有病
率が上昇する場合の

将来推計

人数/(率)

525万人
16.0％

631万人
18.0％

730万人
20.6％

830万人
23.2％

953万人
25.4％

1016万人
27.8％

1154万人
34.3％
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認知症の人の将来推計について



年齢階層別障害者数の推移（知的障害児・者（在宅））

資料：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（～平成17年）、厚生労働省「生活のしづらさなどに関
する調査」（平成23年～）

○ 知的障害者の推移をみると、平成23年と比較して約34万人増加した。
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年齢階層別障害者数の推移（精神障害者・外来）

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

○ 外来の精神障害者361.1万人の年齢階層別の内訳をみると、20歳未満26.6万人（7.4％）、20歳 以上65歳未満202.3万人
（56.0％）、65歳以上132.4万人（36.7％）となっており、65歳以上の割合の推移をみると、平成20年から平成26年までの６年間
で、65歳以上の割合は31.5％から36.7％へと上昇しており、かつ、我が国全体の高齢化率26％を上回る水準となっている。
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申立人と本人との関係別件数（平成３０年）

（注１） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象としている。
（注２） 「その他親族」とは，配偶者，親，子及び兄弟姉妹を除く，四親等内の親族をいう。

○ 申立人については，本人の子が最も多く全体の約２４．９％を占め，次いで市区町村長（約２１．３％），本人
（約１５．８％）の順となっている。
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市区町村長申立件数の推移（平成２５年～平成３０年）

（注） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象としている。

○ 市区町村長が申し立てた事件数は増加傾向にあり，平成３０年は全体の約２１．３％となっている。
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市区町村長
申立件数

5,046 5,592 5,993 6,469 7,037 7,705 

総数に
占める割合

14.7% 16.4% 17.3% 18.8% 19.8% 21.3%

総数 34,215 34,174 34,623 34,444 35,486 36,186 



都道府県別の市区町村長申立件数（平成３０年）

（注１） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象としている。
（注２） 各都道府県所在の家庭裁判所における申立件数である。

○ 全国の市区町村長申立件数は７，７０５件であり，総数に占める割合は２１．３％である。都道府県別の総数に占める割合
は，１２．１％～４１．７％と地域によってばらつきがある。
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都道府県名
市町村長

申立件数

都道府県

ごとの総数

総数に

占める割合
都道府県名

市町村長

申立件数

都道府県

ごとの総数

総数に

占める割合
都道府県名

市町村長

申立件数

都道府県

ごとの総数

総数に

占める割合

北海道 262件 1,383件 18.9% 石　川 78件 394件 19.8% 岡　山 251件 872件 28.8%

青　森 150件 360件 41.7% 福　井 61件 222件 27.5% 広　島 170件 762件 22.3%

岩　手 47件 298件 15.8% 山　梨 58件 241件 24.1% 山　口 77件 405件 19.0%

宮　城 85件 364件 23.4% 長　野 113件 584件 19.3% 徳　島 91件 263件 34.6%

秋　田 34件 166件 20.5% 岐　阜 63件 366件 17.2% 香　川 64件 260件 24.6%

山　形 76件 234件 32.5% 静　岡 167件 1,201件 13.9% 愛　媛 82件 331件 24.8%

福　島 150件 394件 38.1% 愛　知 287件 1,441件 19.9% 高　知 63件 216件 29.2%

茨　城 103件 487件 21.1% 三　重 62件 363件 17.1% 福　岡 183件 1,513件 12.1%

栃　木 43件 292件 14.7% 滋　賀 60件 429件 14.0% 佐　賀 49件 241件 20.3%

群　馬 73件 462件 15.8% 京　都 185件 1,123件 16.5% 長　崎 52件 334件 15.6%

埼　玉 440件 1,622件 27.1% 大　阪 544件 3,111件 17.5% 熊　本 125件 475件 26.3%

千　葉 407件 1,627件 25.0% 兵　庫 277件 1,766件 15.7% 大　分 39件 238件 16.4%

東　京 1,196件 4,940件 24.2% 奈　良 80件 431件 18.6% 宮　崎 146件 426件 34.3%

神奈川 647件 2,784件 23.2% 和歌山 51件 236件 21.6% 鹿児島 83件 399件 20.8%

新　潟 157件 914件 17.2% 鳥　取 68件 228件 29.8% 沖　縄 72件 353件 20.4%

富　山 60件 414件 14.5% 島　根 74件 221件 33.5% 全　国 7,705件 36,186件 21.3%



申立ての動機別件数（平成３０年）

（注） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象としている。

○ 主な申立ての動機としては，預貯金等の管理・解約が最も多く，次いで，身上監護となっている。
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本人の男女別・年齢別割合（平成３０年）

○ 本人の男女別割合は，男性が約４２．５％，女性が約５７．５％である。
○ ６５歳以上の本人は，男性では男性全体の約７１．１％を，女性では女性全体の約８６．５％を占めている。

（男性） （女性）

（注） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件のうち認容で終局した事件を対象としている。
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成年後見人等と本人との関係別件数（平成３０年）

○ 成年後見人等と本人の関係については，親族（配偶者，親，子，兄弟姉妹及びその他親族）が成年後見人等に選任されたものが
８，４２８件（全体の約２３．２％），親族以外の第三者が選任されたものが２７，８７０件（全体の約７６．８％）となっている。

（注１） 後見開始，保佐開始及び補助開始事件のうち認容で終局した事件を対象としている。
（注２） 「その他親族」とは，配偶者，親，子及び兄弟姉妹を除く親族をいう。 11

（親族の内訳）

（親族以外の内訳）

（親族，親族以外の別）



成年後見制度の利用に係る費用等について

・ 申立手数料… 収入印紙８００円
（保佐・補助の代理権又は同意権付与の申立てをする場合には各８００円を追加）

・ 登記手数料… 収入印紙２，６００円（任意後見は１，４００円）
・ 送達・送付費用… 郵便切手３，０００円～５，０００円程度
・ 鑑定費用… 鑑定を実施する場合には５万円～１０万円程度（一般的な金額であり，鑑定人により異なる）

※ 平成３０年に鑑定を実施したものは全体の約８．３％

〇成年後見制度の申立てに要する費用

〇成年後見人の報酬について

家庭裁判所は，後見人及び被後見人の資力その他の事情によって，被後見人の財産の中から，相当な報酬
を後見人に与えることができる（民法８６２条）。
※ 成年後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人，補助監督人及び任意後見監督人についても同様である。

→ 報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めているが，後見制度の利用者に向けた参考資料
として東京家庭裁判所は「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表している。

「成年後見人等の報酬額のめやす」（平成２５年１月１日付け東京家庭裁判所，東京家庭裁判所立川支部）より抜粋

 基本報酬
月額２万円。ただし，成年後見人が管理する財産額が１，０００万円を超え５，０００万円以下の場合には
月額３万円～４万円，管理する財産額が５，０００万円を超える場合には月額５万円～６万円。

 付加報酬
身上監護等に特別困難な事情があった場合には，基本報酬額の５０％の範囲内で相当額の報酬を付加
する。また，成年後見人が特別な事務を行った場合には，相当額の報酬を付加することがある。
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成年後見制度利用促進基本計画について

＜計画のポイント＞ ※計画対象期間：概ね５年間を念頭。市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定。

（１）利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善
⇒財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代
⇒本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
⇒①制度の広報②制度利用の相談③制度利用促進（マッチング）④後見人支援等の機能を整備
⇒本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、コーディネートを行う

「中核機関（センター）」の整備

（３）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和
⇒後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討 ※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与

13

３．成年後見制度利用促進基本計画

＜経緯＞

○H28．5 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行

○H28．9 「成年後見制度利用促進会議」（会長：総理）より「成年後見制度利用促進委員会」に

意見を求める（基本計画の案に盛り込むべき事項について）

○H29．1 「委員会」意見取りまとめ

○H29．1～2 パブリックコメントの実施

○H29．3 「促進会議」にて「基本計画の案」を作成の上、閣議決定



地域連携ネットワークとその中核となる機関

家庭裁判所
協議会

中核機関
（市町村直営又は委託）

医療・福祉関係団体

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

地域包括支援
センター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融関係団体
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本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー

チーム

介護

サービス
事業者

医療機関

家族、親族民生委員、
ボランティア

後見人等

相談支援専門員

障害福祉
サービス
事業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

家族、親族
民生委員、
ボランティア

○ 全国どの地域においても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう、
各地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築する。
※協議会・・・法律・福祉の専門職団体や、司法、福祉、医療、地域、金融等の関係機関が連携体制を強化するための合議体
※チーム・・・本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人が一緒になって日常的に本人の見守りや意思や状況等を継続的に把握。



成年後見制度利用促進基本計画の工程表
2017年度

（平成29年度）
2018年度

（平成30年度）
2019年度

（令和元年度）※

2020年度
（令和２年度）

2021年度
（令和３年度）

Ⅰ 制度の周知

Ⅱ 市町村計画の策定

Ⅲ

利用者がメリットを実感できる制度の運用

・適切な後見人等の選任のための検討の促
進
・診断書の在り方等の検討

・高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支
援の在り方についての指針の策定等の検討、
成果の共有等

Ⅳ

地域連携ネットワークづくり
・市町村による中核機関の設置

・地域連携ネットワークの整備に向けた取組
の推進

Ⅴ

不正防止の徹底と利用しやすさの調和

・金融機関における預貯金等管理に係る自主
的な取組のための検討の促進等

・取組の検討状況等を踏まえたより効率的な
不正防止の在り方の検討

Ⅵ 成年被後見人等の医療・介護等に係る意思
決定が困難な人への支援等の検討

Ⅶ 成年被後見人等の権利制限の措置の見直し

パンフレット、ポスターなどによる制度周知

国の計画の周知、市町村計画の策定働きかけ、策定状況のフォローアップ

中核機関の設置・運営、地域連携ネットワークの整備

相談体制・地域連携ネットワーク構築支援

（各地域の取組例の収集・紹介、試行的な取組
への支援等）

相談体制の強化、地域連携ネットワークの更なる構築

適切な後見人等の選任のための検討の促進

診断書の在り方等の検討

意思決定支援の在り方についての指針の策定等の検討、成果の共有等

新たな運用等の開始、運用状況のフォローアップ

金融機関における自主的取組のための検討の促進
取組の検討状況・地域連携ネットワークにおける不正防止

効果を踏まえたより効率的な不正防止の在り方の検討

医療・介護等の現場において関係者が対応を
行う際に参考となる考え方の整理

成年被後見人等の権利制限の措置について法制上の措置等
目途：平成３１年５月まで

施策の進捗状況については、随時、国において把握・評価し、必要な対応を検討する。
※基本計画の中間年度である令和元年度においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。

専門職団体等による自主的な取組の促進

参考となる考え方の周知、活用状況を踏まえた改善
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第６ 自立した生活の実現と暮らしの安心確保

４ 成年後見制度の利用促進 ３．５億円等（３．３億円の内数等）

（１）成年後見制度の利用促進のための体制整備【一部新規】
３．５億円（３．３億円の内数）

成年後見制度利用促進基本計画（平成29年３月24日閣議決定）を踏まえ、成年後見制
度の利用が必要な者が制度を利用できる地域体制を構築するため、都道府県の支援の下
、認知症施策・障害者施策と連携を図りつつ、中核機関の整備や市町村計画の策定を推
進するとともに、中核機関における先駆的取組を推進する。
また、国において、中核機関や市町村職員等に対する研修を実施する。

（２）成年後見制度の担い手の確保や制度の利用に係る費用の助成
地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）８２億円（６０億円）の内数
地域生活支援事業費等補助金４９５億円（４９３億円）の内数
地域支援事業交付金１，９４１億円（１，９８８億円）の内数

市民後見人や法人後見といった成年後見制度の担い手の育成を推進するとともに、低
所得の高齢者・障害者に対する成年後見制度の申立費用や報酬の助成等を実施する。

４．制度の利用促進の取組 ア 厚生労働省
（１） 予算関連
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社会・援護局 老健局 障害保健福祉部

市町村計画の作成
市町村計画策定費の地方交付
税措置（H30年度～）

利用促進のための地域連携
ネットワークの体制整備

市町村における中核機関設置
運営費の地方交付税措置
（H30年度～)
（新）成年後見制度利用促進体
制整備推進事業及び研修事業
（3.5億円）

後見を担う
人材の育成

市民後見人の育成
（養成研修等）

権利擁護人材育成事業
（地域医療介護総合確保
基金（介護従事者確保分）
82億円の内数）

法人後見の実施
（研修、専門職との
連携体制整備等）

法人後見支援事業
（地域生活支援事業費等補助金
495億円の内数）

成年後見制度利用経費
（申立費用、後見報酬）の補助 成年後見制度利用支援事

業（高齢者）
（地域支援事業交付金1,941億
円の内数）

成年後見制度利用支援事
業（障害者）
（地域生活支援事業費等補助金
495億円の内数）

成年後見制度普及・啓発経費

成年後見制度普及啓発事
業（障害者）
（地域生活支援事業費等補助金
495億円の内数）

成年後見制度利用促進関係予算（令和元年度予算）

17



【成年後見制度利用促進体制整備推進事業】（補助事業） ３２０百万円

（１）都道府県事業 〔社協等の民間団体に委託可 、（補助率）国1/2 都道府県1/2〕

都道府県による広域的支援による体制整備の推進

①体制整備アドバイザー等による体制整備の推進（広域的な中核機関立ち上げや計画策定支援等）

②中核機関・市町村職員向けの都道府県研修の実施

③市町村・中核機関向け専門相談窓口の設置（ノウハウに乏しい市町村や中核機関職員等への助言等）

（２）市町村事業 〔社協等の民間団体に委託可、 （補助率）国1/2 市町村1/2 〕

中核機関の立ち上げ支援や先駆的取組の推進

①中核機関の立ち上げ支援（立ち上げに向けた関係機関会議の会議費や先進地視察等）

②中核機関の先駆的取組の推進（適切な後見人候補者を選任する仕組み（受任調整会議）や、

親族後見人を継続的に支援する取組（専門職による助言等）等の先駆的取組）

（３）先駆的取組に係る調査研究 〔シンクタンク等の民間団体 （補助率）10/10〕

【成年後見制度利用促進体制整備研修（国研修】（委託費） ３０百万円
国において、市町村や中核機関職員、都道府県の研修担当者に対する研修を実施する。※民間委託

令和元年度 成年後見制度利用促進体制整備関係予算
令和元年度予算 ３．５億円

新

成年後見制度利用促進基本計画（平成29年３月24日閣議決定）を踏まえ、成年後見制度の

利用が必要な者が制度を利用できる地域体制を構築するため、都道府県の支援の下、中核機
関の整備や市町村計画の策定を推進する。
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中核機関が活用できる財源のイメージ

交付税
（標準団体１０万人規模：約３００万円）

※中核機関設置運営費及び市町村計画策定費

市民後見人の育成
権利擁護人材育成事業

（地域医療介護総合確保基金）

法人後見研修等
法人後見支援事業（地域生
活支援事業費等補助金）

広報・啓発
（高齢者）成年後見制度利用支 援事

業（地域支援事業費交付金）

（障害者）成年後見制度普及啓発事業
（地域生活支援事業費等補助
金）

中核機関

○ 中核機関の運営費は、平成30年度から措置された普通交付税措置のほか、広報啓発、市民後
見人育成、法人後見研修等の経費について、既存の補助制度の活用が可能。

○ 令和元年度予算において、上記に加えて以下を計上。
・中核機関の立ち上げに向けた支援（会議費、先進地視察等）
・中核機関における先駆的取組の推進

令和元年度予算において、上記に加えて以下を計上。
・中核機関の立ち上げに向けた支援（会議費、先進地視察等）
・中核機関における先駆的取組の推進 19



今後、高齢化に伴い認知症高齢者等の増加が見込まれる中、認知症高齢者等がその判断能力に応じて必要な介護や生活支援サービスを受けなが
ら日常生活を過ごすことができるよう、認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理等の支
援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、認知症高齢者等の権利擁護に関する取組を推進。

① 権利擁護人材育成事業 地域医療介護総合確保基金（介護分） ８２億円の内数
成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、権利擁護人材の育成を
総合的に推進する。

② 成年後見制度利用支援事業 地域支援事業 １，９４１億円の内数
低所得の高齢者に対する成年後見制度の市町村申立てに要する経費や成年後見人等に対する報酬の助成等を行う。

※ 成年後見制度利用促進体制整備推進事業 ３．２億円（社会・援護局に計上）
成年後見制度利用促進のため、都道府県の支援の下、中核機関の整備や市町村計画の策定を推進する。

概 要

事業内容（令和元年度予算）

研修修了者

①権利擁護人材育成事業

認知症
高齢者等

相談

中核機関、権利擁護
センター 等

成年後見制度利用促進
体制整備推進事業

②成年後見制度
利用支援事業

認知症
高齢者等

制度
利用

制度
利用

・申立て費用
・報酬

財政支
援

・弁護士会
・司法書士会
・社会福祉士会
・家庭裁判所 等

連携

養成

認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進
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１．事業内容
認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の

金銭管理など、 成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援
が切れ目なく、一体的に確保されるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進する。

【事業例】
（１）権利擁護人材の養成研修の実施

・成年後見制度の利用に至る前の段階で、介護サービスの利用援助等を行う「生活支援員」や成年後見
制度の下で、身上監護等の支援を行う「市民後見人」を養成

（２）権利擁護人材の資質向上のための支援体制の構築
・家庭裁判所に対する適切な後見候補者の推薦や市民後見人等からの定期的な報告を踏まえた適切な
助言・指導など、権利擁護活動の安定的かつ適正に実施するための支援

・弁護士、司法書士、法テラス、社会福祉士等専門職との連絡会議の開催など、事案解決能力の向上を
図るための取組

２．事業創設年度 平成２７年度（平成23年～26年は市民後見推進事業において実施）

３．令和元年度予算 地域医療介護総合確保基金（介護分）８２億円の内数

４．事業実施状況（平成２９年度実績：２２８自治体）
・ 市民後見人の養成： １６１ヵ所
・ 日常生活自立支援事業との連携： ７２ヵ所
・家庭裁判所に対する適切な後見候補者の推薦： ７７ヵ所
・市民後見人等からの定期的な報告をふまえた適切な助言・指導： １０１ヵ所
・専門職との連携体制の構築（専門職との連絡会議の開催など）： １３０ヵ所
・実務的支援組織（成年後見支援センター等）の設置 ： １０６ヵ所

① 権利擁護人材育成事業
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今後、親族等による成年後見の困難な者が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支援な

どを中心に、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えられることから、市町村は、市民後見

人を育成し、その活用を図ることなどによって権利擁護を推進することとする。

※１ 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）における認知症の人の数（推計）

２０１２年：約４６２万人 （６５歳以上高齢者の約７人に１人）

→ ２０２５年：約７００万人前後（６５歳以上高齢者の約５人に１人）

※２ 成年後見関係事件の申立件数は年々増加傾向（平成３０年 ３６,５４９件）

市
民
後
見
人

⑥支援（専門職による相談等の支援）

家庭裁判所

市 町 村

④推薦（候補者の推薦）

⑤市民後見
人の選任

（市民後見人を活用した取組例のイメージ）

本
人

（認
知
症
高
齢
者
）

後
見
等
業
務

実施機関

①委託

③登録（研修修了
者の名簿送付）

②研修（市民後見人養成研修の実施）

市民後見人の育成及び活用

※実施機関が③登録、④推薦を行うこともありうる。
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② 成年後見制度利用支援事業（高齢者関係）

１．事業内容

○市町村が次のような取組を行う場合に、国として交付金を交付する。（平成13年度から実施）

（１）成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施

① 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等を通じた、成年後見制度のわかりや
すいパンフレットの作成・配布

② 高齢者やその家族に対する説明会・相談会の開催
③ 後見事務等を廉価で実施する団体等の紹介等

（２）成年後見制度の利用に係る経費に対する助成

① 対象者：成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者

（例）介護保険サービスを利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者

② 助成対象経費

・ 成年後見制度の申立てに要する経費（申立手数料、登記手数料、鑑定費用など）
・ 後見人・保佐人等の報酬の一部等

２．予算額： 地域支援事業交付金１，941億円の内数（令和元年度予算）

３．事業実施状況： １，429市町村（全市町村の82.1％）（平成29年４月１日現在）
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障害者に対する成年後見制度関係の取組の推進

② 成年後見制度利用支援事業（地域生活支援事業費等補助金 ４９5億円の内数）

・事業内容：成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費
（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。

・実施主体：市町村

事業内容（令和元年度予算）

① 成年後見制度法人後見支援事業（地域生活支援事業費等補助金 ４９5億円の内数）

・事業内容：市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等を実施する。
（１）法人後見実施のための研修
（２）法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
（３）法人後見の適正な活動のための支援
（４）その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に

関する事業
・実施主体：市町村

③ 成年後見制度普及啓発事業（地域生活支援事業費等補助金 ４９5億円の内数）

・事業内容：成年後見制度の利用を促進するための普及啓発を行う。
・実施主体：都道府県、市町村
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① 成年後見制度法人後見支援事業（障害者関係）

１．目的
成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人

の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

２．事業内容
（１）法人後見実施のための研修

ア 研修対象者 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等
イ 研修内容等 市町村は、それぞれの地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の

権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活動も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知
識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

（２）法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
ア 法人後見の活動等のための地域の実態把握
イ 法人後見推進のための検討会等の実施

（３）法人後見の適正な活動のための支援
ア 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体

制の構築
（４）その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

３．事業創設年度
平成２５年度
※市町村地域生活支援事業の必須事業

４．令和元年度予算額（障害者関係）

地域生活支援事業費等補助金４９５億円の内数（平成３０年度：４９３億円、平成２９年度：４８８億円）

５．事業実施状況
平成３０年４月１日現在 ３０９市町村（平成２９年：３１３市町村、平成２８年：２６７市町村）
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●障害者総合支援法（平成25年４月１日施行）

第七十七条（市町村の地域生活支援事業）
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

五 障害者の民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材
の育成及び活用を図るための研修を行う事業。

登録 委託

養成研修

家
庭
裁
判
所

成
年
被
後
見
人
（
利
用
者
）

市町村･都道府県

研修実施団体
（市町村社協など）

市民後見人

推薦

選任 後見

市民後見人の活用
支援（研修等）

活用

家
庭
裁
判
所

成
年
被
後
見
人
（
利
用
者
）

市町村（･都道府県）

研修実施団体
（都道府県社協など）

法人後見実施団体
（市町村社協など）

選任 後見

委託

【法人後見への支援】

推薦

（参考）

市民後見人を活用した法人後見への支援
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② 成年後見制度利用支援事業（障害者関係）

１．目的
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障

害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護
を図ることを目的とする。

２．事業内容
成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費（登記手数料、鑑

定費用等）及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。
※平成２４年度から市町村地域生活支援事業の必須事業化

３．事業創設年度
平成１８年度

４．令和元年度予算額（障害者関係）
地域生活支援事業費等補助金４９５億円の内数（平成３０年度：４９３億円、平成２９年度：４８８億円）
※【市町村事業 補助率】国１／２以内、都道府県１／４以内で補助

５．事業実施状況（障害者関係）
平成３０年４月１日現在 １，４１６市町村（平成２９年：１，４８５市町村、平成２８年：１，４７０市町村）
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国 1/2
都道府県・
市町村1/4

相談支援
事業者等

市町村

後見人
保佐人
補助人

連絡

家庭裁判所申立て

審
判･

選
任

対象者

障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする
知的障害者及び精神障害者

発
見

発
見

市町村
申立費用及び後見人等の報酬を助成
※ 地域生活支援事業の位置付け

国
都道府県

後見等支援

財政支援

助
成

助
成

親族・検察官等

・ 成年後見制度を利用することが有用であると
認められる障害者で成年後見制度の利用に要
する経費について補助を受けなければ成年後
見制度の利用が困難であると認められるもの

対象者は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認め
られる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利
用が困難であると認められるもの。

→   助成費用（厚生労働省令で定める費用）は、成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数

料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部又は一部とする。

※ 平成２４年度より、地域生活支援事業費補助金において、成年後見制度利用支援事業を国庫補助の対象とし
ている。

成年後見制度利用支援事業の必須事業化
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１．目的
成年後見制度の利用を促進することにより、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
［地域生活支援事業費等補助金］

２．実施主体
市町村又は都道府県（共同実施も可能）（指定相談支援事業者等へ委託することができる）。

３．事業内容
成年後見制度の利用を促進するための普及啓発を行う。

４．事業創設年度
平成２４年度
（平成２９年度からは「地域生活支援促進事業」として特別枠に位置付け、必要な財源を確保し質の高い
事業実施を図ることとした。）

５．令和元年度予算額 地域生活支援事業費等補助金４９５億円の内数
（平成３０年度：４９３億円、平成２９年度：４８８億円）

６．事業実施状況
平成３０年４月１日現在 ３０９市町村（平成２９年：２５７市町村、平成２８年：２１８市町村）
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③ 成 年 後 見 制 度 普 及 啓 発 事 業（ 障 害 者 関 係 ）



取
組

取組の名称 時期 取組の内容

法
改
正

改正老人福祉法
（民法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する
法律）

平成12年
4 月 施 行

禁治産者・準禁治産者制度を見直し、成年後見制度を創設することに
伴い、市町村長に審判の請求権を付与

改正介護保険法
平成18年
4 月 施 行

地域支援事業の創設に伴い、高齢者に対する虐待防止等の「権利擁護
事業(※)」 を必須事業化
※ 成年後見制度に関する情報提供や申立てに当たっての関係機関の紹介等

「成年後見制度利用支援事業(※)」は地域支援事業の任意事業として実施
※ 低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人

等の報酬を助成

改正老人福祉法
（介護サービス基盤強化
のための介護保険法等
の一部を改正する法律）

平成24年
4 月 施 行

市町村が、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成や活用
を図るための体制整備を図るよう、努力義務規定を新設
→ 行政の役割について、法的に位置づけ

計
画
策
定

認知症施策推進
総合戦略（オレン
ジプラン）

2025（平
成37年）

まで

認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりの推進、成年後見制度
（特に市民後見人）や法テラスの活用促進、詐欺などの消費者被害の
防止、高齢者の虐待防止

高齢者関係
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４．制度の利用促進の取組 ア 厚生労働省

（２） その他（法改正の経過等）



老人福祉法（抜粋） ※成年後見（市民後見）関係の条文

（後見等に係る体制の整備等）

第32条の2 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後

見、保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活

用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その

他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図る

ため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

※平成２４年４月１日施行
（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律）

（審判の請求）

第32条 市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるとき

は、

民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条

の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。

※平成１２年４月１日施行
（民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）

老人福祉法の改正
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介護保険法（抜粋）

（地域支援事業）

第115条の45

１～２ （略）

３ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定
めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

一 ～二 （略）

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者（当該市町村の区域内に所在する住所地特例対
象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。）の地域における自立した日常生活の支
援のため必要な事業

４・５ （略）

※ 「成年後見制度利用支援事業」については、地域支援事業の実施要綱において「介護保険事業の
運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業」として、位
置づけている。

介護保険法について
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認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の概要

～ 認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて ～ （平成２９年７月５日一部修正）

・ 高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群。高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに
増加 ２０１２年 ４６２万人（約７人に１人） ⇒ ２０２５年 約７００万人（約５人に１人）

・ 認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生きていく
ことができるような環境整備が必要。

七

つ

の

柱

新オレンジプランの基本的考え方

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるこ
とができる社会の実現を目指す。

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開
発及びその成果の普及の推進

⑦認知症の人やその家族の視点の重視

・ 厚生労働省が関係府省庁（内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、
文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）と共同して策定

・ 策定に当たり認知症の人やその家族など様々な関係者から幅広く意見を聴取

・ 新プランの対象期間は団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年だが、策定時の数値目標は、介護保険事業計画に
合わせて２０１７年度末等で設定されていたことから、第７期計画の策定に合わせ、２０２０年度末までの数値目標に更
新
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取
組

取組の名称 時期 取組の内容

法
改
正

改正知的障害者福祉法

改正精神保健及び精神障害
者福祉法
（民法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律）

平成12年
4月施行

禁治産者・準禁治産者制度を見直し、成年後見制度を
創設することに伴い、市町村長に審判の請求権を付与

改正障害者自立支援法
（障がい者制度改革推進本部等における
検討を踏まえて障害保健福祉施策を見
直すまでの間において障害者等の地域
生活を支援するための関係法律の整備
に関する法律）

【議員立法】

平成24年
4月施行

「成年後見制度利用支援事業（※）」を市町村地域生活
支援事業の必須事業化

※知的・精神障害者成年後見制度の利用に当たって必要となる
費用について、助成を受けなければ利用が困難な者に対して
助成。

障害者総合支援法
（地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるため
の関係法律の整備に関する法律）

平成25年
4月施行

・事業者の努力義務として、障害者等の意思決定の支援に配慮す
るとともに、常に障害者等の立場に立って支援を行うことを明確
化

・後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成・活用を図る
ための研修事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として
追加

改正知的障害者福祉法
（地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるため
の関係法律の整備に関する法律）

平成25年
4月施行

市町村が、後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を
図るための体制整備を図るよう、努力義務規定を新設

→ 行政の役割について、法的に位置付け

改正精神保健及び精神障害
者福祉法
（精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律の一部を改正する法律）

平成26年
4月施行

・市町村が、後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用
を図るための体制整備を図るよう、努力義務規定を新設

→ 行政の役割について、法的に位置付け

障害者関係
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知的障害者福祉法（抜粋） ※成年後見関係の条文

（後見等を行う者の推薦等）

第二十八条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する

後見、保佐及び補助（以下、この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる

人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前

項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

※平成２５年４月１日施行

（地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律）

（審判の請求）

第二十八条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、

民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の

四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

※平成１２年４月１日施行
（民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）

知的障害者福祉法の改正
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（抜粋） ※成年後見関係の条文

（後見等を行う者の推薦等）

第５１条の１１の３ 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定

する後見、保佐及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができ

る人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前

項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

※平成２６年４月１日施行

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律）

（審判の請求）

第５１条の１１の２ 市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認

めるときは、民法（明治２９年法律第８９号）第７条、第１１条、第１３条第２項、第１５条

第１項、第１７条第１項、第８７６条の４第１項又は第８７６条の９第１項に規定する審判の請

求をすることができる。

※平成１２年４月１日施行
（民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抜粋）
※成年後見関係の条文

(市町村の地域生活支援事業)

第７７条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業

を行うものとする。

一～三（略）

四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害

者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である

と認められるものにつき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業

五 障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に

行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業

六 以下（略）

第７７条第１項第４号 ※平成２４年４月１日施行
（障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活
を支援するための関係法律の整備に関する法律）
第７７条第１項第５号 ※平成２５年４月１日施行

（地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律）

「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ改正
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調査対象：全国の市区町村（1,741自治体）及び47都道府県 調査時点：平成30年10月1日（一部の調査項目は平成29年度実績等）

79 
(4.5%)

413 
(23.7%)

1,249 
(71.7%)

(1) 中核機関・権利擁護センター等の設置の有無

中核機関設置済み 権利擁護センター等設置済み いずれも未設置

（1,741自治体)

79 
(4.5％)

3 
83 123 92 

16 

1,345 
(77.3%)

(2) 中核機関の設置（予定）時期

設置済み H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度～ 未定

317(18.2%)

（1,741自治体)

直営 5 (6.3%)

委託等 65
(82.3%)

直営＋一部委託等 9
(11.4%)

中核機関の運営主体

直営 委託等 直営＋一部委託等

Ｈ28年度 37
(46.8%)

Ｈ29年度 20
(25.3%)

Ｈ30年度 22
(27.8%)

中核機関の設置時期

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

単独自治体
44 (55.7%)

複数自治体
35 (44.3%)

中核機関の設置区域

単独自治体 複数自治体

１. 中核機関等の整備状況 （3）設置済みの中核機関の状況 （79自治体）

４．制度の利用促進の取組 ア 厚生労働省
（３）自治体における取組状況（速報値）
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39

直営 19 (4.6%)

委託又は補助 394
(95.4%)

権利擁護センター等の運営主体

直営 委託又は補助

単独自治体
268

(64.9%)

複数自治体
145

(35.1%)

権利擁護センター等の設置区域

単独自治体 複数自治体

（参考） 設置済みの権利擁護センターの状況 （413自治体）

162

650

695

713

759

800

862

921

966

⑨委託先機関の創設に向けた調整

⑧中核機関の業務を担う人材の不足

⑦制度に関する知識・経験が乏しい

⑥広域設置に向けた自治体間の調整

⑤委託予定先機関における人員確保

④専門職団体、家裁との調整

③行政内部における合意形成

②委託予定先機関との調整

①行政における予算の確保

（４） 中核機関の設置に向けた主な課題 （未設置の1,662自治体）

※複数回答

Ｈ27年度以前
307 (74.3%)

Ｈ28年度
48 (11.6%)

Ｈ29年度
35 (8.5%)

Ｈ30年度
23 (5.6%)

権利擁護センター等の設置時期

Ｈ27年度以前 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度



40

60 
(3.4％)

40 120 150 123 21 

1,227 

(70.5％)

（1） 市町村計画の策定の有無、策定予定時期

策定済み H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度～ 未定

454(26.1%)

（1,741自治体) 実施している
421 

(24.2%)

実施していない
1,320 

(75.8%)

（1） 市民後見人の養成に関する事業の実施の有無

実施している 実施していない

（1,741自治体)

養成者数 合計 1万4,140名（平成29年度末）

うち、成年後見人等の受任者数 1,379名

法人後見の支援員 1,612名

日常生活自立支援事業の生活支援員 1,965名Ｈ28年度
2

(3.3%)

Ｈ29年度
33

(55.0%)

Ｈ30年度
25

(41.7%)

（2）策定済みの市町村計画の策定時期 （60自治体）

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

２. 市町村計画に関する取組 ３. その他の取組
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申立費用及び

報酬を助成
85.0%

申立費用のみ助成 2.5%

報酬のみ助成 7.2%

いずれも助成なし 5.2%
①高齢者関係

申立費用及び報酬を助成 申立費用のみ助成

報酬のみ助成 いずれも助成なし

申立費用及び

報酬を助成
84.4%

申立費用のみ助成 2.6%

報酬のみ助成 6.6%

いずれも助成なし 6.4%

②障害者関係

申立費用及び報酬を助成 申立費用のみ助成

報酬のみ助成 いずれも助成なし

（3）成年後見制度に係る申立費用や報酬の助成制度を
設けている自治体の数

（1,741自治体)

22%

58%

85%
95% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

～1万人 1～5万人 5～10万人 10～50万人 50万人～

市区町村長申立を実施した自治体の割合 （平成29年度・人口規模別）

実施市区町村 未実施市区町村

（2） 市町村長市区町村長申立の実施状況 （平成29年度・人口規模別）

人口
（万人）

実施
自治体数

未実施
自治体数

申立件数（本人別）

高齢
者

知的

障害
者

精神
障害者

申立件
数

合計

～1 111（22％） 401（78％） 119 23 15 157

1～5 397（58％） 289（42％） 830 127 79 1,036

5～10 217（85％） 39（15％） 650 85 71 806

10～50 240（95％） 12（ 5％） 2,649 275 205 3,129

50～ 35（100％） 0（ 0％） 1,910 165 133 2,208

合計 1,000（57％） 741（43％） 6,158 675 503 7,336

（1,741自治体)
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11

12

13

15

17

18

19

39

40

0 10 20 30 40 50

⑨行政職員等向け専門的相談

⑧制度利用のニーズ調査

⑦法人後見推進のための研修

⑥市区町村長申立研修

⑤市民後見人養成研修

④後見人等の担い手の調査

③ブロック別会議

②行政職員等向けセミナー等

①定期的な連絡会議

都道府県における体制整備に向けた主な取組状況

＜都道府県に対する調査結果（平成30年10月1日時点）＞

※平成30度中に実施予定の都道府県を含む。

※「②定期的な連絡会議」とは、成年後見制度 の利用促進に関して専門職、家庭裁判
所、社会福祉協議会等と行うもの。
「③ブロック別会議」とは、一定の圏域ごとに広域的なネットワークや中核機関の整備
等を図るために開催するもの。

※「④後見人等の担い手の調査」及び「⑧制度利用のニーズ調査」については、平成30年
度（予定を含む）までに実施した都道府県数を計上。



成年後見制度に関する広報啓発の取組み

○成年後見制度の国民への周知等

＜現状と課題＞

・現状
（法務省）

「成年後見制度」について分かりやすく説明したパンフレットやウェブサイトを作成し，同
制度の概要等を広く国民に周知している。

※ 家庭裁判所においても，「成年後見制度」に関するパンフレットやリーフレットを作成し，同制度
を利用しようとする方に向けて，制度の概要や手続の流れ等について案内している。

・課題
知的障害・精神障害・認知症等の利用対象者の数に比べ，成年後見制度の利用者数

が少ないこと，特に，保佐・補助及び任意後見の利用が低調であることから，これらを含
めた成年後見制度全体の更なる周知を図る必要がある。

４．制度の利用促進の取組 イ 法務省 ①制度の普及啓発
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後見等監督処分事件・後見人等の報酬付与事件の新受件数の推移（平成２５年～平成３０年）

○ 家庭裁判所は，成年後見人等による不正行為の有無等の調査を行うため，①後見等の事務の状況を審査する
後見等監督処分事件と，②後見人等に報酬を付与する報酬等付与事件を処理している。

○ 報酬付与の際には，後見等事務の状況を審査することになるため，この機会が不正防止の役割も果たしている。
○ 平成３０年については，後見等監督処分事件が前年比約５．８％の増加，後見人等の報酬付与事件が前年比

約６．７％の増加となっている。

（注） 任意後見監督処分事件及び任意後見監督人報酬付与事件は含まれていない。

※ 平成３０年の数値は，速報値である。
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

後見人等の報酬付与 58,918 76,420 101,088 123,599 137,722 146,984

後見等監督処分 81,995 93,657 109,253 141,222 153,254 162,085

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

140,913

170,077

（単位：件）

210,341

264,821

290,976

309,069

②不正行為の防止



後見監督人について

〇後見監督人について

 家庭裁判所は，必要があると認めるときは，被後見人，その親族若しくは後見人の請求により又は職権で，
後見監督人を選任することができる（民法８４９条）。保佐人，補助人についても同様。

以下のような場合に，後見監督人が選任されることがある。
・ 管理する財産が多額，複雑など専門職の知見が必要なとき
・ 成年後見人と成年被後見人の利益相反が想定されているとき（遺産分割等）
・ その他，親族後見人に専門職のサポートが必要と考えられるとき

 平成２５年から平成３０年までの各年に，成年後見監督人，保佐監督人及び補助監督人が選任された件数
は以下のとおりである。

〇後見監督人の報酬について

「成年後見人等の報酬額のめやす」（平成２５年１月１日付け東京家庭裁判所，東京家庭裁判所立川支部）より抜粋

 基本報酬
成年後見人が管理する財産額が５，０００万円以下の場合には月額１万円～２万円，管理する財産額が
５，０００万円を超える場合には月額２万５，０００円～３万円。

 付加報酬
後見監督人として特別な事務を行った場合には，相当額の報酬を付加することがある。

報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めているが，後見制度の利用者に向けた参考資料として
東京家庭裁判所は「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表している。

※ 平成３０年の数値は，速報値である。
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

2,723件 3,213件 4,722件 3,466件 2,543件 2,060件



成年後見人等による不正報告件数・被害額（平成２５年～平成３０年）

○ 成年後見人等による不正報告件数は，平成２６年まで増加傾向にあったが，平成２７年以降，不正報告件数
及び被害額はいずれも減少している。
（注）各年の１月から１２月までの間に，家庭裁判所が不正事例に対する一連の対応を終えたとして報告され

た数値であり，不正行為そのものが当該年に行われたものではない。

（注） 「成年後見人等」とは，成年後見人，保佐人，補助人，任意後見人，未成年後見人及び各監督人をいう。

※ 括弧内の数値は，専門職の内数である。
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専門職

専門職以外

（単位：件） 不正報告件数

294
250

約44億
9000万円

約56億7000万円

約29億7000万円

約26億円
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

専門職

専門職以外

約14億4000万円

（単位：億円）
被 害 額

約11億3000万円

(14) (22) (37) (30) (11) (18) (約9000万円)

(約5億6000万円)

(約1億1000万円)

(約9000万円)

(約5000万円)

(約5000万円)



後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金のスキーム

預貯金契約
（口座開設）

家庭裁判所

指示書発行依頼

定期送金
（日常生活に必要な資金）

【小口預貯金口座】
被後見人名義

【大口預貯金口座】
被後見人名義

被後見人
（後見人）

出金

指示書発行

指示書を提示

金融機関

後見制度支援預貯金

 被後見人の金銭を大口預貯金口座と小口預貯金
口座において管理。

 日常生活に用いる資金は、大口預貯金口座から
小口預貯金口座へ定期送金。

 以下の取引では、家庭裁判所の指示書が必要。
・支援預貯金契約時（口座開設時）
・定期送金額の設定時
・大口預貯金口座からの出金時 等

家庭裁判所

指示書発行依頼

【預貯金口座】
被後見人名義

【信託財産】
被後見人名義

信託銀行等

被後見人
（後見人）

定期交付
（日常生活に必要な資金）

一時金支払

指示書発行

指示書を提示

信託契約

後見制度支援信託

 被後見人の金銭を信託銀行等の信託財産におい
て管理。

 日常生活に用いる資金は、信託財産から被後見
人の銀行口座に定期交付。

 以下の取引では、家庭裁判所の指示書が必要。
・支援信託契約時
・定期交付額の設定時
・信託財産からの出金時 等
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後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の利用状況（平成２４年２月～平成３０年）

○ 後見制度支援信託
（注１）

及び後見制度支援預貯金
（注１） （注２）

（以下「後見制度支援信託等」という。）は，成年被後見人等の財産を適切に管
理・保護するための仕組みの一つである。平成２６年から管理継続中事案における後見制度支援信託の利用が進み，また，平成３０年から後
見制度支援預貯金の利用が進んだため，平成３０年１２月までの後見制度支援信託等の累計利用者数は下記【参考】記載のとおりとなった。

（注１） 後見制度支援信託は，平成２４年２月１日に導入され，後見制度支援預貯金は，後見制度支援信託に並立・代替する仕組みとして導入された。
（注２） 後見制度支援預貯金に関する実情調査は，平成３０年１月から開始した。
（注３） グラフ中，年別利用者数として記載した数値は，各年の１月から１２月までの間に，後見人が代理して信託契約又は預貯金契約を締結した成年被後見人及

び未成年被後見人の数である。（後見制度支援信託等の対象は，成年後見及び未成年後見のみであり，保佐，補助及び任意後見では利用できない。）
（注４） グラフ中の「新規開始」とは後見開始又は未成年後見人選任時において後見制度支援信託等の利用が検討され，信託契約等が締結された事案であり，「管

理継続中」とは「新規開始」を除く事案である。
（注５） 同一の成年被後見人又は未成年被後見人が，同時期に信託契約及び預貯金契約を締結した場合は，そのいずれについても利用者として算入している。

【参考】累計利用者数（注５）
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H24.2～H24.12 ～H25.12 ～H26.12 ～H27.12 ～H28.12 ～H29.12 ～H30.12

後見制度支援信託 98 638 3,405 10,008 16,971 21,523 24,409

後見制度支援預貯金 531

（注４） （注４）


